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東京都の耐震化促進条例が施行

平成２４年４月より

特定緊急輸送道路沿道建物の耐震診断を義務化

　今年４月１日、東京都は緊急輸送道路沿道建築

物の耐震化を推進する条例を施行しました。この

条例により緊急輸送道路約２千㎞のうち、特に沿

道の建築物の耐震化を推進する必要のある道路が

特定緊急輸送道路に指定されます。そして敷地が

特定緊急輸送道路に接し、昭和５６年５月以前に

新築された、道路幅員のおおむね２分の１以上の

高さの建築物の所有者等（マンションの管理組合

を含みます）は、耐震診断や耐震改修の実施状況

等についての報告義務を負うことになります。

　平成２４年４月１日からは、特定沿道建築物の

所有者は耐震診断を実施しなければならず、一定

期間経過した後も耐震診断を実施しない建築物は

公表されることになります。また、耐震診断実施

命令に違反した者や虚偽報告等をした者、耐震化

状況等の報告を怠った者は５０万円以下の罰金等

の罰則も課せられます。

　本条例の対象となる建物の耐震診断の費用が全

額助成されるほか、補強設計、耐震改修工事費に

対する助成も増額される予定です。

国土交通省が第三者管理方式を検討

年度内に標準管理規約の改正も

　現在、分譲マンションの管理者は区分所有者の

なかから選任された管理組合理事長が就任するの

が一般的ですが、区分所有者の高齢化や賃貸化に

より管理組合が機能しないため、事実上管理者が

存在しないマンションも増えています。このため

国土交通省は管理者に第三者が就任するマンショ

ンの管理方式を導入することを想定した標準管理

規約の検討を始め、５月にマンション管理士への

アンケート調査も実施しました。

　第三者管理方式については、平成２１年に公表

された社会資本整備会答申「分譲マンションストッ

ク５００万戸時代に対応したマンション政策のあ

り方」のなかでも効果的な管理の適正化策として

さらに検討を進めることとし、人材の育成にも言

及しています。また、政府・新成長戦略でも「マ

ンション管理適正化のためのルールの策定」を平

成２３年度に実施すべき事項としてあげています。

こうしたことから国交省は第三者管理方式に対応

する標準管理規約の改正を平成２３年度内に行う

ことにしたようです。


